
 

 

 

平 成 ２７年  ７月  ３１日 

東日本高速道路株式会社 

関 東 支 社 

 

土地収用法に基づく事業認定の告示について 

～開通予定時期の見直しについて～ 

 
（東関東自動車道水戸線 鉾田インターチェンジ（仮称）～茨城空港北インターチェンジ） 

 

ＮＥＸＣＯ東日本関東支社水戸工事事務所（水戸市）が建設中の高速自動車国道東関東自動車

道水戸線新設工事（鉾田インターチェンジ（IC）（仮称）から茨城空港北 IC 間、延長約 8.8ｋｍ）につい

て、本日、国土交通大臣から土地収用法に基づく事業認定が告示されました。 

現在、同区間は、すでに約 97％の用地を取得済みですが、残る用地については、取得の見通しが

立たないものも顕在化している状況です。引き続き、「事業推進プロジェクトチーム※１」のもと、任意交

渉による用地取得に向け努力してまいりますが、土地収用法に基づく手続きも進めてまいります。 

また、開通予定年度は、これまで用地取得等が速やかに完了することを前提に平成 27 年度として

おりましたが、今回の事業認定告示を受け、土地収用法に基づく手続きに要する期間等を考慮し、平

成 29 年度に見直すことといたします。 

今後も、１日も早い開通に向け、最大限の努力をしてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

 

※１：「事業推進プロジェクトチーム」とは 

 東関東道自動車道水戸線の事業を推し進めるため、「茨城県」、「鉾田市」、「ＮＥＸＣＯ東日本」が協

働・連携して課題解決等に取り組むことを目的に設置したプロジェクトチーム（平成２４年１２月４日発足） 

 

 

 

【資料】 別添：高速自動車国道東関東自動車道水戸線新設工事（鉾田 IC（仮称）～茨城空港北

IC）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添   

 

高速自動車国道東関東自動車道水戸線新設工事（鉾田 IC（仮称）～茨城空港北 IC）の概要 

 

◆路線の概要 

東関東自動車道水戸線（以下「東関東道水戸線」という。）は、東京都練馬区を起点とし、埼玉県

三郷市、千葉県千葉市、茨城県潮来市等を経由して、水戸市に至る延長１４３㎞の高速自動車国道

です。 

東関東道水戸線（鉾田 IC（仮称）～茨城空港北 IC）の完成により、供用済みである本路線の他の区

間と接続し、茨城県内外の広域的な高速交通ネットワークが形成され、自動車交通の高速化及び定

時性の確保による利便性が向上し、物流の効率化及び現道の混雑緩和が図られるなど、安全かつ円

滑な自動車交通の確保に寄与することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未供用の IC 名称は仮称です。 

 

◆事業認定申請区間 

全体計画区間：茨城県鉾田市地内から同県東茨城郡茨城町地内まで （延長約 8.8 ㎞） 

起業地区間 ：全体計画と同区間 

 

◆用地の取得状況  

鉾田ＩＣ（仮称）～茨城空港北ＩＣ間           平成２７年７月末日現在 

用地取得予定面積 

（千㎡） 

用地取得面積 

（千㎡） 

用地取得率 

５２０ ５０２ ９７％ 

 

 

8.8Ｋｍ

【NEXCO事業中】

8.8km

【H22.3開通】

茨城空港北IC

茨城町JCT

鉾田IC(仮称)

至 潮来IC

30.9km

【国事業中】

開通予定年度 

平成 27 年度※→平成 29 年度 

（※：用地取得等が速やかに完了する場合） 



 

 

 

◆【参考】土地収用法に基づく事業認定について 

土地収用法は、憲法第 29 条 3 項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いる

ことができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し（中

略）、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適性かつ合理的な利用に寄与する

こと」を目的として定められたものです。 

土地収用法第３条には、土地を収用又は使用することができる事業（収用適格事業）として各種の

公共の利益となる事業が列挙されています。当社が行う高速道路建設事業も収用適格事業に該当し

ますが、この収用適格事業に該当すれば、ただちに事業に必要な土地等を取得できるというわけでは

なく、事業認定庁（当社の事業の場合は国土交通大臣）より土地の収用又は使用を必要とする事業に

ついて、事業の認定を受けなければなりません。 

今回、事業の認定の告示を受けたことにより、土地等の取得に向けた一連の収用手続きをさらに進

めていくこととなります。  

※上記フロー図は、土地収用法における一般的な手続きの概略を示したものです。 
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